
相双建設事務所分室の開設について 

 

平成２３年７月１３日 

 

 東日本大震災以降、福島県相双建設事務所では、南相馬合庁南庁舎１F(元出

納室)・２F に事務所を構えておりましたが、この度福島県建設会館相馬支部を

お借りし、新たに分室を開設いたしました。 

  

今回分室に執務室を移すのは、事業部（道路課、河川砂防課、災害復旧プロ

ジェクトチーム）と用地課です。また、それに伴い企画管理部（企画調査課、

管理課）は震災以前の執務室へ戻ります。分室の位置については別紙を参照し

てください。 

  

度重なる執務室の移転によりご迷惑をお掛けしますことをお詫び申し上げま

すとともに、今後とも福島県の建設行政へのご理解と御協力をよろしくお願い

申し上げます。 

 

 

平成２３年７月１２日 分室開設記念写真 

http://maps.google.co.jp/maps/place?cid=11144861951507740161&q=%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD%E5%8D%94%E4%BC%9A&hl=ja&ved=0CA8Q-gswAA&sa=X&ei=_eAcTpz2L5WTkQWIxNyNDw&sig2=xVYT4NtX3aoNCIs0nRLfHg


移転のお知らせ

相双建設事務所　分室が設置されました。

　東日本大震災の影響により一時、南相馬合同庁舎南庁舎１Fへ移動して
いました、相双建設事務所の事業部（道路課・河川砂防課・災害プロジｪクト
チーム）及び総務部（用地課）について相双建設事務所分室（旧建設業協
会）へ移動しました。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
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